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厚岸町小中高児童生徒指導連絡協議会講演会 
宣 言 文（抜粋） 

 

一、情報端末機器の管理者は、保護者であること 
を子どもに明確に伝えましょう。  

一、保護者は、情報端末機器が子どもに及ぼす悪 
影響について勉強しましょう。  

一、情報端末機器の適切な使い方を親子で話し合 
い、ルールを決めましょう。  

一、保護者は、子どもに貸し与えた情報端末機器 
の利用状況を確認しましょう。  

一、子どもが、「決められたルール」を守れない場 
合には、一旦没収し改めて話し合いましょう。 

 

厚岸町青少年問題協議会  厚岸警察署  厚岸町教育委員会 
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厚岸町立教育研究所  厚岸町小中高児童生徒指導連絡協議会 

 

令和２年 4月 厚岸町教育委員会 


